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    利用者様の買い物の会計をしている時、
荷物に気を取られて財布を置きっぱなしに
して帰宅してしまった。
 　利用者様を待たせていたため、荷物を早く
まとめなければならないと焦ってしまった。

 発生状況

ヒヤリハット情報

 原因と対策

　財布を出して、支払いをして、おつりをし
まったら鞄にしまうという流れを基本ルール
として共有する。

安全運転目標 11 月

　初冬の朝、夕が冷え
込む時期、身体も硬く
なり厚着をするので動
きが鈍くもなりがちで
す。左右の安全に注意
してください。

開　催　日 ： 12 月 14 日　（日曜日）
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※詳細は後日ご案内いたします。

楽しいひ
とときをご一緒に過ごしましょう。 

クリスマス会のお知らせ

　いよいよ今年も、
残すところあと二か
月となりました。 　
　日々の業務に追わ
れる中で、やり残し
たことはありません
か？ もし心に思い浮
かぶことがあれば、
今からでも遅くはあ
りません。 限られた
時間の中で、できる
ことに一歩足を踏み
出してみよう。

 

ご予約 ・ お問い合わせ ：043－235－8410　（WORKSTATION） まで 

住　　　　　　所 ： 千葉市中央区長洲 2-13-6

営  業  時  間 ： 13 ： 30 ～ 16 ： 00

最終受付時間 ： 15 ： 30

料　　　　　　金 ： 15 分 500 円

皆様のご来店お待ちしてます！

ポイントカード等もございますので

ご気軽にお申し出ください。

※黄色が営業日　　※赤が休業日  

わくわくリラクゼーションマッサージ  1 1 月予定表わくわくリラクゼーションマッサージ  1 1 月予定表わくわくリラクゼーションマッサージ  1 1 月予定表

●おゆみ野施設の下駄箱ルール●
 靴は靴箱へ

○駐車場、下駄箱ルールについて
すまいる 8 とおゆみ野施設のルールが変わりました！

●すまいる 8 の下駄箱ルール●

玄関右の木製下駄箱
  ・他事業所支援員（左側） りべるたす支援員（右側）で分ける。
  利用者は左右どちらでも （写真②）

  ・事務所の職員用 衛生面を考慮し、上段は上履き、下段は下履きで分ける （写真①）
  ・ 来客用スリッパ（支援員の使用は不可）

※共通ルール 置き靴・置き傘はなくす。靴は床に置きっ放しにしない。

販売機隣の新しい下駄箱 

 （写真②）

 （写真③）

 （写真①）

・ 8 周辺の複数の駐車場は事業所で分けずに全て
  共用とし、駐めたらダッシュボードにカードを
  提示しておく。
・事務所前は基本的に決められた車以外は駐車禁
  止だが、緊急の場合は5分以内の使用とし、す
  ぐに移動できるよう下駄箱上のホワイトボード
  に必要事項を書いておく。 （写真③）

●すまいる8 の駐車場ルール（7 月 1 日から適用）●


